
　稲城市では、わかりにくくなった住所を整理する「住所整理事業」が進められて
います。
　南山東部土地区画整理事業の進捗にあわせ、区画整理事業区域を含む矢野口・東
長沼・百村京王線以南地区において、よりわかりやすい住所とするため、市民や事
業者で構成する「稲城市住所整理地区市民検討会（矢野口・東長沼・百村京王線以
南地区）」を設置し、現在、検討を進めております。

　今後の方針決定の参考として、お住まいの方や事業所の意向を確認させていただ
くため、アンケートを実施させていただきます。ご協力をお願いいたします。

　矢野口・東長沼・百村京王線以南地区とは、京王相
模原線南側の矢野口地区、東長沼地区、百村地区それ
ぞれの一部で構成された地区のことです。
　南山東部土地区画整理事業は、この地区内の約 87
ヘクタールの区域で実施されています。住所整理事業
を実施しない場合には、区画整理事業区域内において
区画整理事業終了時（換地処分）に、現在使用されて
いない新しい番号で地番を振り直すこととなるため、
区画整理事業区域内と周辺地域で、地番が連続しない、
町の境がわかりづらい等の状況が生じます。
　このため、稲城市住所整理基本方針に即し、周辺地域を含めたわかりやすい住所整理の実施を検討
しています。

　住所整理の実施を検討するにあたり、どのような方法で行うのか、また、町名を変更するか否か等、
についてみなさまのご意見をお聞かせください。

　住所整理事業は、町の区域をわかりやすく整理し、
住所や所在地の番号を振り直す事業です。市内全域
を対象に大字単位で順次進められています。

住所整理の基本的な考え方
（稲城市住所整理基本方針より抜粋）
◆道路や河川等を町の境に設定します。
◆町の名称は、なるべく現在の名称を使用し、
　「〇丁目」を付けます。
※�町の区域の検討の過程で、新町名を設定した方が
合理的である場合や、地域の方の理解が得やすい
場合には新しい町名にすることができます。

②矢野口・東長沼・百村京王線以南地区とは②矢野口・東長沼・百村京王線以南地区とは

①住所整理の仕組み①住所整理の仕組み

【アンケート】矢野口・東長沼・百村京王線以南地区の【アンケート】矢野口・東長沼・百村京王線以南地区の
住所整理について、ご意向をお聞かせください。住所整理について、ご意向をお聞かせください。

令和５年８月１日［発　行］　稲城市住所整理地区市民検討会（矢野口・東長沼・百村京王線以南地区）
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着色されていない区域も、将来的に住所整理を実施します。

着色されていない区域も、将来的に住所整理を実施します。

設問１．あなたのお住まい（もしくは、土地・建物をお持ち）の地域を
下図からお選びください。

設問２．矢野口・東長沼・百村京王線以南地区の住所整理の実施方法について、
次の①から⑤の中から適切と思う番号を１つ回答してください。

＜あなたのお住まいの地域＞

①　現在の町の名称を使用し、住所整理を実施する
　　（現在の大字名を継承し、〇丁目を設定する）
　現在の町名をそのまま使用します。各地区において丁目
（矢野口〇丁目等）を検討し、区画整理事業区域を含んだ丁
目から、住所整理を実施します。
　町の境は、区画整理後のわかりやすい道路等に変更しま
す。

【特　徴】
◦矢野口・東長沼・百村の現在の町名が残ります。
◦�それぞれの地区全体において、矢野口〇丁目、東長沼〇
丁目、百村〇丁目などを、改めて検討します。
◦地番は１番から振り直します（「〇丁目１番１」など）。
◦�町の境（大字界）の設定によっては、現在の町名から変
更になる箇所があります。

②　新しい町名を設定し、住所整理を実施する
　　（区画整理事業区域（一部区域外を含む））
　区画整理事業区域（一部区域外を含む）を対象に、新し
い町名を設定します。町の境（大字界）は、区画整理事業
区域境に近い道路等に設定します。

【特　徴】
◦対象区域内を新町名〇丁目などに設定します。
◦�町の境が住宅地の入り組んだ道路等に設定されるため、
町の区域がわかりやすくなりません。
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着色されていない区域も、将来的に住所整理を実施します。

着色されていない区域も、将来的に住所整理を実施します。

着色されていない区域も、将来的に住所整理を実施します。

③　新しい町名を設定し、住所整理を実施する
　　（向陽台・公園通り～よみうりランド通り）
　西側は向陽台・公園通り、東側はよみうりランド通りま
でを範囲として、新しい町名を設定します。

【特　徴】
◦対象区域内を新町名〇丁目などに設定します。
◦�町の境が鉄道や道路で区切られ、町の区域がわかりやす
くなります。
◦�区画整理事業区域外の一部地区で町名が変更になる箇所
があります。
◦向陽台・公園通りから西側は、百村地区として残ります。

④　新しい町名を設定し、住所整理を実施する
　　（ＪＲ武蔵野南線～よみうりランド通り）
　西側はＪＲ武蔵野南線、東側はよみうりランド通りまで
を範囲として、新しい町名を設定します。

【特　徴】
◦対象区域内を新町名〇丁目などに設定します。
◦�町の境が鉄道や道路で区切られ、町の区域がわかりやす
くなります。
◦�稲城駅南側をＪＲ武蔵野南線までを一体的に新町名とし
ます。京王相模原線の南側を、一体的に整理する形とな
ります。

⑤　新しい町名を設定し、住所整理を実施する
　　（ＪＲ武蔵野南線～都県境）
　西側はＪＲ武蔵野南線、東側は都県境までを範囲として、
新しい町名を設定します。

【特　徴】
◦対象区域内を新町名〇丁目などに設定します。
◦�町の境が鉄道や道路で区切られ、町の区域がわかりやす
くなります。
◦京王相模原線の南側を、一体的に整理する形となります。

※�アンケート回答は、今後、矢野口・東長沼・百
村京王線以南地区の住所整理の方針を決定する
上で参考とさせていただきます。

※�今回の住所整理は区画整理の換地処分に併せて、
周辺の町名と地番の在り方を検討するものであ
り、自治会等の地域コミュニティの区域とは別
のものです。
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アンケートの回答について
　　　　　　紙面のハガキ又はインターネットで回答してください。
　　　　　　締め切りは、令和5年8月31日（木）です。（当日消印有効）
　　　　　　　　　※このアンケートの内容を参考に、住所整理の実施方法について検討いたします。

このアンケートの内容や住所整理事業等の詳細について、市ホームページに説明動画を掲載する
とともに、個別説明会（オープンハウス）を開催します
＜説明動画＞
　ＱＲコードもしくは、ＵＲＬからアクセスしてください。
　UＲＬ：https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/machi_zukuri/juushoseiri/index.html
＜個別説明会（オープンハウス）＞
　日にち：①令和５年８月10日（木）　②令和５年８月18日（金）　③令和５年８月26日（土）
　時　間：午前 9時～午前 11時 45分、午後１時～午後５時
　場　所：市役所１階ロビー
　・�個別説明会（オープンハウス）とは、説明動画の上映や資料の展示を行い、個別に説明を行うも

のです。
　・開催時間中の入退場は自由ですので、ご都合の良い時間にお越しください。事前予約は不要です。

※南山BASE（稲城市東長沼 2570番地１南山 68街区 13号）でも資料の展示を行います。
　　展示期間：アンケート期間中の南山BASE 開館日時（火・金・土曜日午前 10時～午後５時）
　　　　　　　※８月11日（金）～８月15日（火）は、お盆休みの予定です。なお、開館日時は変更となる場合もあります。

ハガキでご回答いただく場合
回答用ハガキの裏面に、ご記入願います。
記入後、きりとり線で切り取り、切手を貼らずにその
ままポストへ投函してください。

インターネットでご回答いただく場合
下記のＱＲコードもしくは、ＵＲＬから
アンケートページにアクセスして回答し
てください。
インターネットでの回答には、回答ハガ
キ下部の
回答用ＩＤ番号を入力してください。
※ 1つの IDにつき、１回答となります。

�

URL：https://logoform.jp/form/KPTZ/306300

事 務 局  問 合 せ 先事 務 局  問 合 せ 先

稲城市役所　都市建設部まちづくり再生課内
住所整理地区市民検討会　事務局

電話　０４２－３７８－２１１１（内線３２４）

住所整理の影響
パトカーや救急車などの緊急車両の到着が早くなります。
郵便物や宅配便等の誤配・遅配が起こりにくくなります。
訪問される方が目的地を探しやすくなります。
災害時にお住まいの方の安否確認等が容易になります。
住所変更のお手続きが必要となります。


